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地震発生時には、被災した人を援助するために、行方不明者の捜索、救急・救命、消火活動、医療活動、

避難生活者への水・食料・医薬品等の提供などの災害対応行動が、警察、消防、医療機関、地方公共団体

等、多数の災害対応組織によって実施される。 

これらの災害対応行動の実施にあたっては、人や物資の被災地域外から被災地域内へ、特に大規模地震

では、被災地域が広範囲の場所に及ぶため、広域間の移動、輸送が必要となり、これらの移動、輸送にお

いては道路ネットワークが重要な役割を果たす。 

本研究では、多数の組織の様々な災害対応行動について情報を収集し、各種災害対応行動と人･物資の

移動、輸送の関連性について整理し、移動・輸送が円滑に実施されるために道路ネットワークに求められ

る時間的、空間的な機能や、道路ネットワークの区間（リンク）の重要度を明らかにする。 
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1. 研究の目的及び経緯 

 

 地震時においても道路ネットワークの機能を確保す

るために、道路構造物による対応としては、あらかじめ

発生する地震動の大きさを想定し、それに対して耐震性

能を有する道路構造物を設計・新設したり、既設の道路

構造物を耐震補強する等の対策が実施されている。 

 その実施にあたっては、対象となる道路構造物が膨大

な数となるため、限られた人的資源・予算で対応するた

めに、対策が必要な箇所を適切に絞り込み優先順位を定

めて対策を実施することが効果的である。 

 日下部ら１）は、対策箇所の選定・優先順位付けにお

いて、構造物自体の耐震性、構造物被災が緊急の救援活

動を含め社会に及ぼす影響の大きさ（構造物の重要

性）、およびそもそもの構造物が地震を受けるリスク

（地震ハザード）の３点により評価することが提案して

いる。 

 本研究では、このうち、構造物の重要性に着目し、そ

れを道路に対して求められる機能に対応できているか否

かで評価することを試みた。 

 ここで、地震に対して道路に求められる機能として

は、例えば、地震発生時には道路構造物の破損等により

道路利用者が被災しないこと、地震発生直後には避難の

ために人が移動できること、地震発生直後から暫くの期

間においては被災者支援の活動のために必要な人・物資

が移動できること、地震発生後にも工場の生産活動に必

要な材料・製品等が移送できることなど様々なものが考

えられ、既往の研究では、例えば、水島ら２）は、大規

模災害後１～３日間において必要とされる応急活動に着

目して道路啓開対策等のあり方を検討・評価する手法を
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提案している。 

 本研究では、特に「被災者支援の活動のために必要な

人・物資が移動」の着目して、被災者支援のために実施

される活動を地域防災計画等の公的な地震後の活動計画

を元に整理し、それらの活動を実施するために、どの様

な人・物資がどの様に移動するかを把握し、その移動の

ために道路ネットワークに求められる機能を、機能が果

たされることにより恩恵を受けるものも含めて、明らか

にすることを試みた。 

 

2. 研究内容 

  

 本研究の成果を現場の実態と適合し、現場において活

用しやすいものとするために、災害対応行動に関する情

報は、災害対応組織の地震発生時の活動計画から収集す

ることとした。また、多数の災害対応組織の様々な種類

の災害対応行動に関する情報を、もれなく効率的に収集

するように努めた。 

  災害対応行動に関する情報の収集方法は以下のとお

りである。 

  日本においては、防災関係法制の基本法である「災

害対策基本法」にもとづき、中央防災会議が防災基本計

画を、指定行政機関・指定公共機関が防災業務計画を、

都道府県・市町村が地域防災計画をそれぞれ定めること

となっている。ここで、中央防災会議は、内閣総理大臣

をはじめとする全閣僚、指定公共機関の代表者及び学識

経験者により構成されており、防災基本計画の作成や、

防災に関する重要事項の審議等を行っている。また、指

定行政機関とは、国の各機関の中央省庁や地方出先機関

であり、指定公共機関とは、高速道路会社、空港株式会

社、鉄道株式会社、電信電話株式会社、ガス会社、電力

会社等である。 

 防災基本計画は、政府の防災対策に関する基本的な計

画である。また、防災業務計画においては、各機関が、

地震災害、津波災害、風水害等のそれぞれの災害に対し

て実施する災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の

段階における諸施策を具体的に定めている。地域防災計

画においては、都道府県･市町村が、各種災害に対する

諸対策を、地域の実情に即して定めている。 

 本研究においては、これらの防災業務計画、地域防災

計画に記されている各機関の諸施策を整理、分析するこ

とにより、地震発生時に被災者をサポートするための活

動を明らかにした。また、必要に応じて、各機関にヒア

リングを実施することにより、情報の不足を補うととも

に精度を高めた。 

 以下に、研究実施の手順について説明する。 

 最初に、地震発生時に被災した人を援助するための

目的を達成するための対応（以下「目的達成対応」と

いう。）について設定した。次に、災害対応組織を抽出

し、各組織の地震発生時の災害対応行動を網羅して書き

出した。そして、災害対応行動を目的達成対応毎に集約

し、各災害対応行動の関連性を時間的、空間的に整理し

た。さらに、災害対応行動のうち、人・物の移動をとも

なうものを抽出し、抽出された各災害対応行動につい

て、「いつの時点で、誰が、どこ（拠点）からどこ（拠

点）に、何を運ぶか」について整理した。 

 続けて、具体的な地域において、人・物の移動をとも

なう災害対応行動の拠点を道路ネットワーク上におと

し、拠点と拠点を結ぶために必要な道路を整理すること

で、目的達成対応のために、地震後の各時点において道

路ネットワークに求められる機能（リンク機能）につい

て明らかにした。 

 この道路ネットワークに求められる機能は、目的達成

対応毎に整理させることになり、各目的達成対応に求め

られる機能（リンク機能）を重ね合わせることにより、

重なりが多い道路ネットワークの区間ほど重要度が高い

等、道路ネットワークの各区間の重要度の評価に用いる

ことができる。 

 研究の進め方のフロー図を図-1に示す。 

 

①目的達成対応の設定

↓
②様々な災害対応組織の災害対応行動の網羅

↓
③目的達成対応毎の各災害対応行動の関連性の整理

↓
④人・物の移動をともなう災害対応行動に関する整理

「いつの時点で、誰が、どこ（拠点）
からどこ（拠点）に、何を運ぶか」

↓
⑤目的達成対応のために道路ネットワークに

求められる機能（リンク機能）の明確化

↓
⑥目的達成対応に着目した

道路ネットワーク評価手法の検討  
図－１ 研究の進め方のフロー図 

 

(1) 目的達成対応の設定 

 災害対応行動は、多数の災害対応組織によって多種多

様に数多く実施されるが、それぞれの災害対応行動は、

被災した人を援助するという目的のために実施される。

ここでは、多数の災害対応行動を目的に着目して分類・

整理するために、目的達成対応を設定した。 

 この目的達成対応は、災害対応行動の整理をするとき

に基本となる単位であり、一つの目的達成対応に複数の

災害対応行動が存在する。災害対応行動の関連性の時間

的、空間的な整理は、目的達成対応毎に行うこととして
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いる。この様に整理することにより、各々の災害対応行

動が、被災した人を援助する目的のために、それぞれど

の様に貢献しているかが、わかりやすく整理される。 

 以下、目的達成対応の設定を示す。 

 まず、災害対応を実施する国、都道府県、市町村、防

災関係機関等の 124機関の災害対応行動の概要を、防災

業務計画、地域防災計画、任意の計画及び公開文献（東

日本大震災の対応実績等）から収集した。ここでは、幅

広い機関から情報を収集することを主目的とし、災害対

応行動に関する情報は概要にとどめた。 

 次に、収集した災害対応行動の概要を、防災基本計画

に災害応急対策として記される９分類を用いて整理し

た。整理は、9 分類をさらに細分類した 20 分類につい

て、124 機関毎に災害対応行動がカバーしている範囲を

示すことで行った。 

 ここで、災害応急対策 9 分類（20 細分類）は、1.発災

直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立（1-1.被害

状況把握、地域・関係機関への情報伝達、1-2.職員の参

集・活動体制の確立、1-3.通信の確保）、2.救助・救

急、医療及び消火活動（2-1.救護、医療、転搬送活動、

2-2.救出・救助、捜索活動、2-3.消防活動、危険物・毒劇

物の保安活動、その他災害予防活動）、3.緊急輸送のた

めの交通の確保・緊急輸送活動（3-1.交通・車両の確

保）、4.．避難収容及び情報提供活動（4-1.避難支援・

安全確保、4-2.広報、4-3.災害時要援護者対応、4-4.被災

自治体支援、被災者生活支援）、5.物資の調 

達、供給活動（5-1.物資の調達・供給、人員の確保、物

資・人員の輸送）、6.保健衛生、防疫、遺体の処理等に 

関する活動（6-1.遺体の取扱い）、7.秩序の維持、物価 

 

表－１ 文献調査等を実施した機関 

No 分類 機関 

1 
 
■行政・関係機関 警察庁 

2 消防庁 

3 厚生労働省 

4 国土交通省 

5 海上保安庁 

6 日本赤十字社 

7 高速道路 

8 空港 

9 旅客鉄道 

10 ガス 

11 日本通運(株) 

12 電力 

13 通信 

14 
 
■地方公共団体・ 

管内関係機関・ 

団体 

岩手県 

15 市町村 

16 災害拠点病院（公立・民間病院） 

17 (社)岩手県医師会 

18 社会福祉協議会 

19 報道・メディア 

20 農林漁業組合 

21 
 
■民間事業者 

(物流・倉庫業) 

トラック事業者 

22 タクシー事業者 

23 バス事業者 

24 海運会社 

25 港湾事業者 

26 航空会社 

27 倉庫業者 

28 
 
■民間事業者 

(小売業) 

コンビニエンスストア 

29 スーパーマーケット 

30 薬局 

  

の安定等に関する活動（7-1.治安の維持、7-2.金融に関す

る措置、7-3.証券に関する措置）、8.応急復旧及び二次

災害・複合災害の防止活動（8-1.業務継続、8-2.災害復

旧・復興）、9.自発的支援の受入れ（9-1.ボランティ

ア、9-2.海外からの支援受入れ）である。 

124 機関から、それぞれが、災害応急対策 9 分類（20

細分類）についてカバーしている範囲を考慮して、文献

調査等を実施する 30 機関（表-1）を抽出した。この 30

機関に関して、① 法定計画、② 任意の防災関連計画、

③ 東日本大震災等における対応実績の公開文献、④ ヒ

アリング調査による入手資料３）～１８）により、災害対応

行動の具体的な内容について情報を収集し整理した。ま

た、そのうち 11 機関についてはヒアリング調査を実施

することにより災害対応行動に関する情報を収集した。 

収集した情報をもちいて、30 機関の災害対応行動

を、行動の関連や目的に着目して集約し目的達成対応を 

設定した。ここで、目的達成対応は、全ての災害対応行

動をカバーする様に設定し、それらを災害応急対策９分

類により分類した。目的達成対応の一覧を、表-2に示す。 

 

表－２ 目的達成対応の一覧 

防災基本計画による災害応急対策の内容 目的達成対応 

１発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の

確立 
1-1発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立 

２救助・救急、医療及び消火活動 

2-1 救急救命 
2-1-1 初期救急救命体制の確立（48時間以内） 
2-1-2 救命のタイムリミット（72時間以内） 
2-1-3 救急・救命体制の維持 

2-2 医療 
2-2-1 初期医療体制の確立（48時間以内） 

2-2 医療 
2-2-2 透析等各疾患者への医療サービスの提供体制確立 

2-2 医療 
2-2-3 避難所等への診察体制の確立 
2-2-5 心療サービスの提供 

2-2 医療 
2-2-4 患者の後方輸送（被災地外への輸送） 

2-3 消防 
2-3-1 被災地域内の消火体制確立 
2-3-2 被災地域外の応援体制確立 

３緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動

3-1 交通確保 
3-1-1 啓開対応の体制確立 
3-1-2 交通規制の体制確立 

3-2 緊急輸送活動 
3-2-1 輸送体制の確立（被災地外） 
3-2-2 輸送受け入れ体制の確立（被災地内） 

４避難収容及び情報提供活動 

4-1 避難所 
4-1-1 避難所の開設及び維持体制の確立（生命） 
4-1-2 避難所の開設及び維持体制の確立（保健衛生） 
4-1-3 避難所の開設及び維持体制の確立（メンタル） 
4-1-4 情報提供 

4-2 福祉避難所 
4-2-1 福祉避難所の開設及び維持体制の確立（生命） 
4-2-2 福祉避難所の開設及び維持体制の確立（保健衛生） 
4-2-3 福祉避難所の開設及び維持体制の確立（メンタル） 
4-2-4 情報提供 

５物資の調達、供給活動 

5-1 生活維持のための食料・生活用品 
5-1-1 被災域内物資調達体制の確立（人員、車両確保） 
5-1-2 被災地側の受け入れ体制確立（広場、仕分ける人員確保）

5-2 生活再建に向けた応急仮設住宅 
5-2-1 被災域内物資調達体制の確立（人員、車両確保） 
5-2-2 被災地側の受け入れ体制確立（広場、仕分ける人員確保）

5-3 インフラを補完する応急給水 
5-3-1 被災域内物資調達体制の確立（人員、車両確保） 
5-3-2 被災地側の受け入れ体制確立（広場、仕分ける人員確保）

６保健衛生、防疫、遺体の処理等に関する活動

6-1 保健衛生 
6-1-1 ゴミ処理体制の確立 
6-1-2 屎尿処理体制の確立 

6-2 防疫 
6-2-1 防疫体制の確立 

6-3 遺体の処理 
6-3-1 検死体制の確立 
6-3-2 身元確認のための体制確立 
6-3-3 遺体の最終処分のための体制確立 

７秩序の維持、物価の安定等に関する活動 

7-1 秩序の維持 
7-1-1 警邏実施体制の確立 

7-2 物価の安定 

８応急復旧及び二次災害・複合災害の防止活動
8-1 道路  8-2 河川  8-3 上水道  8-4 下水道 
8-5 電気  8-6 電話（NTT回線）  8-7 ガス 

９自発的支援の受入れ 9-1 災害ボランティア受け入れ体制の確立  
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(2) 目的達成対応毎の災害対応行動の関連性の整理 

 目的達成対応毎に、災害対応行動の関連性の時間的、

空間的な整理を行う。 

 最初に、岩手県の地域防災計画４）を用いて、計画内

の災害対応行動を全て網羅して整理した。 

 ここで、岩手県の地域防災計画を使用した理由は以下

のとおりである。 

①東日本大震災により大きな被害を受けた県の一つであ

る 

②特に沿岸部では津波により大きな被害を受け、被災者

支援のため、人・物資が、内陸部から沿岸部へ広域的に

移動したこと 

③東日本大震災後に地域防災計画が改訂され、東日本大

震災から得られた教訓を活かして大規模地震時に対応し

た内容になっていること 

 岩手県の地域防災計画には、岩手県のみならず、市町

村、指定行政機関、指定公共機関、等の各防災関係機関

の災害対応行動が記されており、岩手県内で被災者を支

援する組織の災害対応行動は概ね網羅して記されてい

る。また、他機関の防災に関する活動計画も必要に応じ

て使用し、情報の不足を補った。 

次に、整理した災害対応行動を目的達成対応毎に分類

した。分類された災害対応行動を、縦軸に災害対応組

織、横軸に地震後の経過時間をとり、災害対応行動間の

時間的な関連性を整理した。 

図-2 に目的達成対応「2-1 救急救命（2-1-1 初期救急・

救命体制の確立、2-1-2 救命のタイムリミット、2-1-3 救

急・救命体制の維持）」について整理した事例を示す。

各災害対応組織の災害対応行動が互いに関連しながら時

間の経過とともに一番上の行に記す目的達成対応に集約

されていく様子が示されている。 

 

 

 

発
災
直
後

２
４
Ｈ

７
２
Ｈ

１
週
間

1
ヶ
月

県本部長

県（総務部）

県（保健福祉部）

県（県土整備部）
県土整備企画室

土木班

公安部長

県（公安部）

県

市町村本部長

陸上自衛隊
岩手駐屯部隊

消防機関

対応時間

対象機関

2‐1 救急救命（救助）
2‐1‐1 初期救急救命体制の確

立（48時間以内）

2‐1‐3 救急・救命体

制の維持

災害派遣要請に基づく救出

災害派遣要請に基づく消防活動の支援

2‐1‐2 救命のタイムリ

ミット（72時間以内）

救出・救助活動

救出に係る重機等の確保

自衛隊の災害派遣要請

医療及び助産，救出に係る消防機関又
は自衛隊への派遣要請等

災害の被害に遭った者の救出

災害救助法の適用時における
救出の事後事務

消防活動の連絡調整

緊急消防援助隊（救助部隊）による要救助者の捜索、救助活動

緊急消防援助隊（救急部隊）による救急活動

相互応援協定を締結している市町村に対する応援要請

県本部長に対する自衛隊の災害派遣要請

消防職員・団員を主体とする救出班の編成及
び救出活動の実施

消火、救助その他災害の発生を防御
し、又は、災害の拡大を防止するため
に必要な応急措置の実施

災害により生命及び

身体が危険な状態にあ

る者、又は生死が不明

の状態にある者の捜索

又は救出

緊急消防援助隊の活動

救急・救助活動の実施

市町村本部長の命令又は要請による消防応急活動等の実施

応援要請の受入体制の整備（ヘリ
ポート及び補給基地の確保等）

孤立化した地域における救助・救出、物資補給
等のための、県本部長へのヘリコプターの出動
要請

生命身体が危険

な状態にある者

及び生死不明者

の捜索、救出

警戒区域の設定及び当該区域への
立入りの制限等

 
 

図－２ 災害対応行動間の時間的整理 

目的達成対応「2-1救急救命（2-1-1初期救急・救命体制の確立、2-1-2救命のタイムリミット、2-1-3救急・救命体制の維持）」 
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続けて、災害対応行動の空間的な関連性を整理した。

図-2で整理した災害対応行動のうち、人の移動をともな

うものを抽出して、それぞれの行動がどこからどこに移

動するのかに着目し、空間的な関連性を整理した。ここ

で、人の移動の範囲は、被災地域内外との位置関係がわ

かるように整理している。整理した事例を図-3に示す。 

 図-3 から、目的達成対応「2-1 救急救命」を達成する

ための一連の災害対応行動を、直接援助する場所（図-3

では「被災現場」）における災害対応行動、「被災現

場」にいたるまでの災害対応行動、「被災現場」から離

れながら被災した人の援助を継続する災害対応行動に分

類し、空間的な関連性を把握することができる。 

ここで、この目的達成対応「2-1 救急救命」による貢

献度は、「援助される被災者の人数」により評価するこ

とができ、その数は、直接援助する場所「被災現場」に

おける被災者数から把握することができる。 

同様の作業を表-2で整理した全ての目的達成対応のう

ち、人・物の空間的移動が伴わない災害対応行動が大半

を占めることが明らかな４つを除いた４１の目的達成対

応について行った。 

 

 

(3) 人・物の移動を伴う災害対応行動に関する整理 

 (2)で整理した結果を用いて、人・物の移動をともな

う災害対応行動について、それぞれ「いつの時点で、誰

が、どこ（拠点）からどこ（拠点）に、何を運ぶか」に

ついて整理した。 

 表-3 に、目的達成対応「2-1 救急救命」について整理

した結果を示す。図-3の人の移動をともなう災害対応行

動①～⑥について整理している。例えば、災害対応行動

「①被災地内の活動拠点への移動」では 3つの該当する

移動があり、陸上自衛隊岩手駐屯部隊が駐屯地から広域

防災拠点へ、県外消防機関が消防本部から広域防災拠点

へ、県外消防機関が消防本部から被災地内消防本部へ、

発災直後～24 時間後までに、それぞれ移動しているこ

とがわかる。 

 ここで、表-3の時間は、各災害対応行動がそれまでに

行われなければならない時間を示しており、「災害発生

から 72 時間が経過すると生存率が急激に低下する」こ

とを考慮して設定されている。災害対応行動⑤、⑥は

72 時間までに行われる必要があるし、被災者を捜索す

る時間を考えると被災現場への到着（②～④）は 24 時

間までに行われることが必要である。また、①の行動に 

 

 

 

被災地域内

県内消防機関

被災地内消防本部

①被災地内の活動拠点への移動
（陸路・空路）

⑤傷病者等の搬送

県外の後方医療機関等

⑥重症者等の広域搬送

④救出に係る
重機等の確保

被災地内消防署・消防団

②被災現場へ
の移動

（陸路・空路）

被災地域外

広域応援部隊の集結地となる
広域防災拠点・

野営地等

県公安部（警察）

市町村本部長、県土木部、建
設業協会等

県外消防機関・消防本部
（緊急消防援助隊（救助部隊等））

陸上自衛隊岩手駐屯部隊

被災現場

③被災現場における
要救助者の捜索・救出・救助活動

現場医療救護所・救護所・後方医療施設等

 
 

図－３ 災害対応行動の空間的な関連性の整理 

目的達成対応「2-1救急救命（2-1-1初期救急・救命体制の確立、2-1-2救命のタイムリミット、2-1-3救急・救命体制の維持）」 
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表－３ 人・物の移動をともなう災害対応行動の整理 

目的達成対応「2-1救急救命（2-1-1初期救急・救命体制の確立、2-1-2救命のタイムリミット、2-1-3救急・救命体制の維持）」 

誰が どこから 誰に どこへ 行動 何を
発災直

後

発災直
後～２４
時間

２４時間
～７２時

間

７２時間
～１週間

１週間～
１か月

１か月以
降

①
陸上自衛隊
岩手駐屯地

駐屯地 広域応援部隊 広域防災拠点
被災地域内の活動
拠点への移動

応援部隊 ○

県外消防機関
（緊急消防援助隊

（救助部隊等））
消防本部 広域応援部隊 広域防災拠点

被災地域内の活動
拠点への移動

応援部隊 ○

県外消防機関

（緊急消防援助隊

（救助部隊等））
消防本部 県内消防機関

被災地内消防
本部

被災地域内の活動
拠点への移動

応援部隊 ○

②
県公安部
（警察）

要救助者 被災現場
被災現場への

移動
人 ○

県内消防機関
被災地内消防

本部
要救助者 被災現場

被災現場への
移動

人 ○

広域応援部隊 広域防災拠点 要救助者 被災現場
被災現場への

移動
人 ○

③ 救助者 被災現場 要救助者 被災現場
被災現場における

要救助者の捜索・救
出・救助活動

人 ○

④ 市町村本部長 要救助者 被災現場
救出に関わる重
機等の確保

重機 ○

⑤ 医療救護班 被災現場 疾病者等
現場医療救護所・
救護所・後方医療

施設等

疾病者等の搬
送

疾病者 ○

⑥ 医療救護班
現場医療救護所・
救護所・後方医療

施設等
重傷者等

県外の後方医
療拠点

重傷者等の広
域搬送

重傷者 ○

 

ついても、被災現場への移動を考えると 24 時間より早

い時間に行われる必要がある。 

 表-3の整理により、目的達成対応毎に、どの様な人・

物の移動が必要となるかが具体的に明らかになった。特

に、どこ（拠点）からどこ（拠点）に移動する必要があ

るかは、道路ネットワークにおいてどこ（拠点）とどこ

（拠点）が地震後も移動できる状態にある必要があるか

と、関連づけて整理することができる。 

 同様の作業を表-2で整理した全ての目的達成対応のう

ち、人・物の空間的移動が伴わない災害対応行動が大半

を占めることが明らかな４つを除いた４１の目的達成対

応について行った。 

 

(4) 目的達成対応に着目した道路ネットワーク手法の

評価方法 

 

 目的達成対応のための災害対応行動のうち人・物の移

動をともなうものに関して、その移動のために道路がど

の様に役立つか（移動できるように連結しているか）に

着目して道路ネットワークを評価することを試みる。 

 災害対応行動のうち人・物の移動をともなうものにつ

いては、(2)で表-3のように整理した。ここで、表-3で整

理した「どこ（拠点）からどこ（拠点）へ」は、拠点の

種類の組み合わせを示したものであり、実際の現場にお

いては、ほとんど種類の拠点は複数存在する。道路ネッ

トワークにおいて拠点間（「どこ（拠点）からどこ（拠

点）へ」）の連結性について整理する場合は、複数の拠

点と複数の拠点の連結性について評価することになる。 

 この複数の拠点と複数の拠点について、連結する組み

合わせ（1 拠点と 1 ないし複数拠点）を設定し、ある 1

つの組み合わせについて連結する道路ネットワーク上の

道路を抽出する。抽出は、例えば「拠点と拠点を最短経

路で連結する」などのルールにより行う。抽出された道

路は、ある 1 つの組み合わせのために必要な道路であ

る。これを、全ての組み合わせについて行うことによ

り、ある災害対応行動について必要な道路を抽出するこ

とができる。道路ネットワークの区間について着目する

と、必要とされる組み合わせの数が多いほど、より重要

な区間であると評価することができる。 

 以上の作業を他の災害対応行動に関しても実施し、そ

れらを合わせて評価することにより、ある目的達成対応

に関して、必要な道路を抽出したり、道路の各区間の重

要度について評価できる。以下、岩手県の緊急輸送道路

を対象として、道路ネットワークを評価した事例を図-4

～7を用いて説明する。 

 まず、図-4に岩手県内の緊急輸送道路のネットワーク

を示す。ここで、緊急輸送道路とは、地震直後から発生

する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な道

路である。緊急輸送とは、救助・救急・医療・消火活動

及び避難者への緊急物資の供給等に必要な人員及び物資
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等の輸送をいう。 

 緊急輸送道路は、高速自動車国道、一般国道及びこれ

らを連絡する幹線的な道路で構成され、さらに、これら

の道路と地方公共団体の庁舎、緊急支援物資の備蓄地

点、広域避難地等を連絡する道路であり、あらかじめ道

路管理者により定められている。図-4の太い線が緊急輸

送道路を示し、細い線は緊急輸送道路以外の一般国道、

主要な県道を示す。 

 続けて、図-5に、緊急輸送道路ネットワークとある災

害対応行動に関する拠点の分布を示す。対象とした災害

対応行動は、表-3の目的達成対応「3-1交通確保」の災

害対応行動「道路啓開応援のための人の移動」であり、

拠点「被災地外の県の地方支部」から拠点「被災地域内

の市町村役場」への移動が計画されている。 

 ここで、被害の想定は東日本大震災と同じ被害とし

た。岩手県では東日本大震災の時に、特に東側の沿岸部

において主に津波による大きな被害を受けており、被災

地域外の県の地方支部（□印）は内陸側に、被災地域内

の市町村役場（○印）は沿岸部に分布している。 

 

図－４ 岩手県内の緊急輸送道路ネットワーク 

 

 

 

 

被災地域

●市町村役場

■県の地方支部
 

図－５ 緊急輸送道路上の災害対応行動の拠点の分布 

災害対応行動「道路啓開応援のための人の移動」 

●市町村役場

■県の地方支部
 

図－６ 災害対応行動に必要な道路 

災害対応行動「道路啓開応援のための人の移動」 
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３
1

●市町村役場

■県の地方支部
 

図－７ 道路ネットワークの区間と関連する拠点 

災害対応行動「道路啓開応援のための人の移動」 

 

 

  図-6 は、災害対応行動「道路啓開応援のための人の

移動」に必要な道路を示したものである。ここで、拠点

「県の地方支部」と拠点「市町村役場」の組み合わせは

お互いの距離が近いものとし、「最短経路で連絡する」

ルールにより拠点間を結ぶ道路を選択した。また、拠点

を結ぶ道路の重なりの程度を、道路ネットワークの区間

の線の太さで表現した。 図-6に示される道路が、災害

対応行動「道路啓開応援のための人の移動」に必要な道

路となり、線の太さが太いほど重要な区間として評価さ

れる。ここで、目的達成対応「3-1 交通確保」に関連す

る他の災害対応行動について同様の作業を行い、結果を

重ね合わせて表示することで、目的達成対応「3-1 交通

確保」に必要な道路、区間毎の重要度を評価することが

できる。また、災害対応行動毎に、例えば表-3に示すよ

うに移動する時間帯が示されているため、移動する時間

帯毎に、災害対応行動を集約することにより、時間帯毎

に必要な道路を示すことができる。 

 図-7は、道路ネットワークのある区間と、それに関連

する拠点を示したものである。太線で示した区間は、1

つの「県の地方支部」と 3つ「市町村役場」と関連づけ

られる。これは、太線で示した区間が地震後に普通とな

った場合に、3 つの「市町村役場」が災害対応行動「道

路啓開応援のための人の移動」を受けることができなく

なることを示している。同様の作業は他の区間でも行う

ことができ、道路の各区間が貢献している拠点について

明らかにすることができる。 

 

3. まとめ 

 本研究では、多数の組織の様々な災害対応行動につ

いて情報を収集し、目的達成対応に着目して、各種災害

対応行動と人･物資の移動、輸送の関連性について整理

し、移動・輸送が円滑に実施されるために道路ネットワ

ークに求められる機能ついて検討した。以下、得られ結

論の概要と引き続き検討が必要な課題を示す。 

 

○多数の災害対応組織によって多種多様に数多く実施さ

れる災害対応行動を、目的に着目して分類・整理するた

めに、45 の目的達成対応（被災した人を援助するため

の目的を達成するための対応）を、災害対応組織の災

害時の行動計画等を調査することにより、設定した。 

○主に岩手県の地域防災計画から得られた情報から、

人・物の移動に関連する 41 の目的達成対応毎に、災害

対応行動の時間的、空間的な関連性を、それぞれ図を用

いて明らかにした。 

○災害対応行動と道路ネットワークを関連づけるため

に、災害対応毎に「いつの時点で、誰が、どこ（拠点）

からどこ（拠点）に、何を運ぶか」を明らかにし一覧表

に整理した。 

○目的達成対応に着目した道路ネットワークの評価手法

に関して、その考え方を岩手県の道路ネットワークを例

として示した。 
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Research for indispensable functions of road network 
 for operations to support major earthquake victims 

 
Masahiro KANEKO, Toshiaki MABUCHI, Tadashi KANDA and Koji MATSUMOTO 

 
After earthquakes, various operations for earthquake victims (searches and rescues for the missing, fire 

fighting, first aid and medical service to injured people, supply of drinking water, food, medicine to shel-
ter, etc.) are carried out by various supporting organizations (the police, the fire department, emergency 
hospitals, local governments, government agencies, etc.). 

For these operations, it is necessary for the supporting organizations to transport people, materials, ma-
chinery and supplies to the disaster area from the outside area. In particular, when a major earthquake oc-
curs, the disaster area is so large that the organizations have to transport them widely. 

A road network has to maintain its functions even when a major earthquake occurs because a road net-
work plays an important role in wide transportation of people, materials, machinery and supplies. 

In this research, information on various operations for supporting earthquake victims was investigated 
and analyzed in order to clarify relationship between various operations for earthquake victims and trans-
portation of people, materials, machinery and supplies and show indispensable functions of a road net-
work for various operations to support earthquake victims when a major earthquake occurs. 


